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令和７年１月  

令和７年度 ＷＥＢを利用した登録申請について 

 

登録申請の手順  

１ メールアドレス（携帯、パソコンどちらでも可）を御用意ください。 

 メールアドレスは Gmailや yahooメール等のフリーメールを推奨しております。 

 キャリアメール（ドコモやａｕ等のメール）を使用される場合は、@web-sakura.jpから 

のメールが届くように設定をお願いします。 

  

 

 

 

２ ＵＲＬにアクセスし、「学童クラブ登録申請サイト」に移動します。  

注意事項を御確認いただき樫原児童館が所在している西京区をクリックし、樫原児童館のサイ

トに入ってください。 

 

 

３ つづいて各区に所在している館が表示されますので、樫原児童館の登録申請サイトをクリッ

クして下さい。 

 

 

 

 

４ 開いたサイトにメールアドレスを入力します。 

確認用にもう一度入力し、送信をクリックします。 

なお、入力したメールアドレスに受付の連絡をいたしますので、 

@web-sakura.jpからのメールが届くように設定をお願いします。 

 ※既にメールアドレスを登録している場合は、アカウント登録済みと 

表示され、パスワード再設定ページ、またはログインページへの案 

内が表示されます。 

登録するメールアドレス 

登録するメールアドレス 

京都市樫原児童館登録申請専用サイト◇ 
 
http://www.kyo-yancha.ne.jp/registration/about.html  

当館の連絡先                         

住所 京都市西京区樫原山路 11-10 電話３９２－０６４４  

 

継続申請用 

http://www.kyo-yancha.ne.jp/registration/about.html
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５ 登録したメールアドレスに送られてきたログインページのリンクにアクセスして, 

登録したメールアドレスとパスワードを入力して，ログインして下さい。 

 

 

 

 

 

 

※パスワードをお忘れの方 

「パスワードをお忘れの方」をクリックし、令和６年度に登録されたアドレスを入力いただいて

「送信する」をクリックすると、登録しているアドレスにパスワード再設定のメールが届きま

す。 

 

６ ①利用用申請登録のアイコンをクリックし、②次のページで「継続申請」を選択して下さい。 

継続申請を選択後、「さくら days」アプリのインストールで発行した 

③アカウントＩＤとパスワードを入力してログインし、必要情報を編集していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 就労証明書の準備等をクリックしたフォームから、様式がダウンロード可能です。ダウンロ

ード後は「内容を確認しました」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

登録したメールアドレス 

登録したメールアドレス 

メールに送られてきたパスワード 

メールに送られてきたパスワード 

① 

③ 
現在お使いのさくら days アカウントＩＤ 

現在お使いのさくら days パスワード 

 

② 
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８ 利用希望児童の「編集する」をクリックし、児童の情報を編集し保存をしてください。 

新しく入会される、きょうだい児がおられる場合は、「＋児童を追加する」から編集し、保存

してください。 

 

 

 

 

 

 

９ 就労証明書は、お勤め先等で記載を完了させ、下記から提出方法を選んで下さい。（ファイル

は、ＰＤＦ等） 

※未就学児、学生は「保育できないことが分かる資料」を選択して下さい。 

 この場合、在学証明書等の提出は不要です。 

                  

 
 
 
 

１０ 減免の有無を選択します。減免申請がある場合は、希望する減免の種類をクリックして下

さい。選択したら申請を更新をクリックして下さい。 

 

  

  

 

 

 

 

１１ 申請するを２回クリックする事で、児童館へ送信され、受付が始まります。 

もし、データに不備がある場合、申請するのボタンがクリックできません。 

 

 

 

 

 

減免を申請される

場合は、「減免申請

書」とその添付文書

を児童館までご提出

ください。 
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１２ 申請が受理される事で、【利用申請受付のご案内】のメールが届きます。 

  ＵＲＬをクリックしたら申請した内容を御確認いただけます。 

  ※メールが届かない場合は、館に御一報下さい。このメールが届かない場合は、利用申請の

受理を完了しておりませんので、ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

１３ 一旦、児童館で内容を確認させていただき、内容に不備が確認された場合は 

【利用申請修正のご案内】が届きます。 

ＵＲＬをクリックいただいたら、修正用のフォームに進みます。修正頂きたい箇所には色が

ついていますので修正・確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

１４ 不備等が無く、就労証明書等の資料が確認出来れば【利用内定のご案内】が送信されます。 

  内定通知には今後のスケジュール等も記載予定なので、御確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


